
令和 6 年度 岩手県社会人バスケットボールリーグ 

開催要項 
１ 趣  旨 (公財)日本バスケットボール協会に登録した全チームに等しく公式試合の機会を

提供するとともに、岩手県における社会人バスケットボールの普及、技術の向上

を目的とする。 

２ 主  催 (一社)岩手県バスケットボール協会 

岩手県社会人バスケットボール連盟 

３ 主  管 岩手県社会人バスケットボール連盟 

４ 特別協賛 (株)佐藤興産 

５ 協  賛 トヨタＬ＆Ｆ岩手(株) (有)かくりき商店 (有)かんのシューズ 

トヨタ紡織東北(株) (株)フープスター・サカイ (株)モルテン 

山口北州印刷(株) (株)南部富士カントリークラブ (株)アイズ・カンパニー  

東亜道路工業(株)岩手営業所 バスケットプロショップ・スクラッチ 

(株)スポーツブレイン (株)B.B.JUMP 井上スポーツ(株) 

６ 期  間 令和 6 年 10 月～令和 6年 3 月 

７ 会  場 県内各地 

８ 参加資格 (1) (公財)日本バスケットボール協会に登録したチーム・選手とする。 

(2) (一社)日本社会人バスケットボール連盟の地域リーグ以外のカテゴリー(オ

ープン・オーバーエイジ・フレンドリー)に登録したチーム・選手とする。 

(3) ベンチで指揮を執る者として、「JBA 公認 E 級以上」の資格を有する者を登録

しているチームとする。 

(4) 帯同審判は「JBA 公認 C 級審判員」以上の資格を有する者とする。(各節ごと

の変更は可とする) 

９ 競技方法 (1) 出場チーム数に応じてリーグを編成する。 

(2) リーグ区分は、２０２４年度岩手県社会人選手権の結果から、ベスト４のチ

ームを MT‐1 リーグとし、ベスト８の４チームを MT‐2 リーグとする。 

上記を除くチームおよび出場チームで MT‐3 リーグを編成する。 

女子については、ベスト４の４チームを W‐1 リーグ、W-1 を除くチームで 

W‐2 を編成する。 

(3) 上位チームに次年度の全日本社会人バスケットボール選手権大会県予選の出 

場権を与える。【枠は後日決定】 

10 競技規則 (1) 現行の JBA 競技規則に準じる。 

※インテグリティーの確立に向けた取り組みに参加チームは協力すること。 

(2) ベンチ入りはスタッフ 6 名、選手 16 名の計 22 名以内とする。試合日ごとに

エントリー表を提出すること。 

(3) 順位の決定は勝ち点制とし、各ゲームに勝ったチームに勝ち点 2、各ゲームに

負けたチームに勝ち点 1、各ゲームの没収により負けたチームに勝ち点 0 が与

えられる。 

(4) リーグ内で失格するチームが出た場合は、当該チームの順位を最下位とし、当

該チームとの対戦を除いた対戦結果で順位を決定する。 



11 参加申込 (1) 参加チームは TeamJBA にて 10 月 22 日(火)までに申し込むこと。 

(2) 大会参加料 10,000 円 

【振込先】 

岩手銀行 大通支店 普通口座 2172696 

岩手県社会人バスケットボール連盟 理事長 菅野知行 

12 帯同審判等 (1) 試合は帯同審判(1 名)と試合運営のサポートとしてテーブルオフィシャルズ・

コートキーパー(最低 3 名以上)を参加チームの協力のもと行う。割り当てら

れた試合を無断で欠席した場合および大会運営に支障を発生させた当該チー

ムは直ちに全試合失格とする。失格したチームはそれ以降の試合も交流試合

として参加し、リーグ運営に支障を来すことは許されない。 

(2) 自チームの帯同審判が、何らかの理由により参加できない場合は、登録チーム

が自力で代替の帯同審判員を見つけることとする。この際、チームは県協会審

判委員会社会人連盟地区担当者等に相談を求めることができる。この対応は、

プレイヤーズセンタードの精神を鑑み、チームの大会参加を妨げないように

する支援である。その際、連盟競技会で設定する金額の謝礼を派遣審判員に対

しチームが必ず支払うこととする。そのため、参加チームが安易に活用し、審

判員の育成・確保への努力を怠るようなことはあってはならない。 

13 試合球 各チームからの持ち寄りとし、(株)モルテン製の「BG5000」の使用を推奨する。 

14 その他 (1) 各節にて人数不足等により棄権する場合は、開催 7 日前までに担当者あて連

絡すること。選手の怪我等により開催 7 日前以降に棄権することが決定した

場合は、その都度担当者あて連絡すること。 

(2) 競技中の負傷などは各チームで対応すること。また、各チームにてスポーツ傷

害保険に加入することが望ましい。 

(3) その他、リーグ戦運営に関する事項については、岩手県社会人バスケットボー

ル連盟理事会の決定に従うこと。 

16 問い合わせ先 

 岩手県社会人バスケットボール連盟 

 理事長 菅野知行 

TEL:090-8924-0398 

E-mail:kantomobasketball@gmail.com 

 

リーグ戦担当 近藤勉 

EL:090-5847-6993 

E-mail: nico.kon.2525@gmail.com 

※ 開催予定日 

11/23・24：奥州市 胆沢総合体育館 

12/14・15：一関市 大東体育館 

1/18・19：盛岡市 渋民運動公園総合体育館 

2/ 8・ 9：矢巾町 矢巾町民総合体育館 


